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１ 新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業により、追加の保証料に

ついて補助金の交付を受けたが、その後、繰上完済等の事由により返戻保証料を受

領した場合はどのような手続きが必要か。 

様式第２号「山口県新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業補助金

に係る繰上完済等報告書」の提出が必要です。 

  報告書記載内容に基づき返還金額を算定し、後日、納付書により返還いただきます。 

 

＜返戻保証料発生時の流れ＞ 

 

 

２ 様式第２号「山口県新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料支援事業補助

金に係る繰上完済等報告書」を提出しなかった場合はどうなるか。 

  信用保証協会から事業者に保証料が返戻された場合、信用保証協会から県に通知が

あるため、該当する事業者には、県から報告書の提出を依頼します。 

 

  



３ 繰上完済等による報告様式の記載例について。 

 


